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MSMのカルシウム含量 第 2部第 12章 22 
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家畜銃 第 3部第 3章 7 

枝肉の温度 第 2部第 8章 12 

牛の耳標（グレートブリテン） 第 2部第 9章 50 

牛の耳標（北アイルランド） 第 2部第 9章 86 
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白肉のカッティング後の冷却 第部 2第 11章 20 

赤肉の冷却、保管、及び輸送 第部 2第 11章 17 

塩素 第 2部第 2章 7,14,15 

常にどこでも清潔に 第 2部第 4章 11 

白肉屠体の洗浄及び冷却 第部 2第 10章 42 

洗浄とメンテナンス（給排水系統） 第 2部第 2章 6 

清掃用化学品 第 2部第 4章 8 



清掃請負業者 第 2部第 4章 11 

清掃設備および清掃用具の保管 第 2部第 4章 10 

係留地の清掃 第 2部第 4章 12 

家畜輸送車両の清掃 第 2部第 4章 12 

清掃の実践 第 2部第 4章 8 

清掃手順 第 2部第 4章 7 

清掃スケジュール及びチェックリストの例 第 2部第 4章 4 

清掃スケジュール 第 2部第 4章 6 

定置洗浄（CIP） 第 2部第 4章 10 

従業員の清浄度及び行動 第 2部第 7章 4 

動物の清浄度 第 2部第 9章 17 

ボツリヌス菌 第 1部第 6章 21 

ウェルシュ菌 第 1部第 6章 22 

コールドショートニング 第 2部第 8章 12 

色のコード化（清掃用具） 第 2部第 4章 10 

色のコード化（衣服/履物） 第 2部第 7章 6 

能力レベル 第 2部第 6章 6 

複合製品 第 2部第 12章 3 

ひき肉の組成表示 第 2部第 12章 27 

結露 第 2部第 8章 6 

建築基準 第 2部第 1章 3 
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接触時間 第 2部第 4章 3 
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屠体と各部位の相関関係 第 2部第 10章 23 

有害物質管理規則（COSHH） 第 2部第 4章 9 

有害物質管理規則（COSHH） 第 2部第 5章 8 

クレートの洗浄 第 2部第 4章 15 

カッティング／加工（温度管理） 第 2部第 8章 13 

生産施設でのカッティング 第 2部第 11章 21 

チルド赤肉のカッティング 第 2部第 11章 20 

チルド白肉のカッティング 第 2部第 11章 21 

カッティング作業 第 2部第 11章 12 



 

Ｄ   

大掃除（ディープクリーニング） 第 2部第 4章 8 

食肉製品の定義 第 2部第 12章 29 

定義 第 1部第 8章 32 

内臓除去遅延食鳥 第 2部第 10章 34 

教育及びトレーニングの実施 第 2部第 6章 3 

設計と建設 第 2部第 1章 21 

枝肉の解体のための設計と配置 第 2部第 10章 7 

清掃のための設計と配置 第 2部第 4章 5 

食肉のカッティングのための設計と配置 第 2部第 11章 4 

メンテナンスのための設計と配置 第 2部第 3章 4 

食肉加工のための設計と配置 第 2部第 12章 4 

有害動物防除のための設計と配置 第 2部第 5章 4 

輸送のための設計と配置 第 2部第 14章 9 

廃棄物管理のための設計と配置 第 2部第 15章 5 

包装と梱包のための設計と配置 第 2部第 14章 4 

指令 2000/13/EC 第 2部第 12章 27 

殺菌剤 第 2部第 4章 3 

ツール消毒（設備を参照）   

ツールの消毒 第 2部第 10章 12 

ツールの消毒 第 2部第 11章 13 

消毒システム 第 2部第 2章 7 

消毒 第 2部第 4章 9 

発送（温度管理） 第 2部第 8章 12 

清掃後の物品の処分 第 2部第 4章 14 

廃棄物の処分 第 2部第 15章 8 

文書化（HACCP） 第 3部第 1章 30 

ドア付属品 第 2部第 1章 18 

ドア 第 2部第 1章 18 

ドア 第 2部第 5章 7 

下水 第 2部第 1章 12 

ゲーム屠体の解体、公的検査、及びカッティング 第 2部第 10章 17 

落下した肉に関する指針 第 2部第 10章 21,37 

落下した肉に関する指針 第 2部第 11章 10 

廃棄物に関する「注意義務」 第 2部第 15章 3 
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大腸菌（EC） 第 3部第 2章 5 

大腸菌 O157 第 1部第 6章 22 

清掃しやすい表面 第 2部第 4章 10 

可食副産物 第 2部第 1章 41 

可食副産物 第 2部第 12章 34 

効果的な清掃 第 2部第 4章 3 

緊急屠殺 第 2部第 9章 32 

執行政策 第 1部第 5章 15 

腸内細菌科（ENT） 第 3部第 2章 5 

入口／出口 第 2部第 1章 26 

カッティング工場の装備 第 2部第 11章 6 

同等の消毒方法 第 2部第 1章 28 

EUの食鳥肉市販基準に関する諸規則 第 2部第 10章 5,42 

欧州委員会ガイダンス 第 1部第 4章 10 

腸抜き－市販条件 第 2部第 10章 36 

一部食鳥屠体の腸抜き 第 2部第 1章 41 

食鳥の腸抜き 第 2部第 11章 5 

腸抜き 第 2部第 10章 26,36 

例外報告（HACCP） 第 3部第 1章 31 

従業員の除外 第 2部第 7章 11 

認可の例外 第 1部第 7章 28 

屠体／部分屠体の輸出 第 3部第 3章 33 

SRMを含む屠体の輸出 第 3部第 3章 33 
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道具や用具の洗浄・保管設備 第 2部第 1章 19 

家畜用車両清掃設備 第 2部第 1章 33 

食鳥クレート洗浄用設備 第 2部第 1章 34 

食鳥輸送車両清掃設備 第 2部第 1章 34 

留置肉用設備 第 2部第 1章 29 

用具消毒用設備 第 2部第 1章 27 

食品洗浄設備 第 2部第 1章 20 

病気または疑わしい動物のための設備 第 2部第 1章 32 

獣医師サービス用設備 第 2部第 1章 29 



不適格肉用設備 第 2部第 1章 29 

死廃家畜 第 3部第 4章 15 

肥育ゲームの肥育施設 第 2部第 1章 37 

仕事への適合性に関する調査票 第 2部第 7章 3 

設置物及び装置 第 2部第 4章 9 

床 第 2部第 1章 15 

防虫スクリーン 第 2部第 5章 7 

フォアグラ用食鳥 第 2部第 9章 28 

食品事業者の義務 第 1部第 5章 15 

フードチェーン情報 第 2部第 9章 22 

食品標準色 第 2部第 13章 12,18 

食品取扱者 第 2部第 6章 3 

食品衛生規則 第 1部第 4章 8 

食品安全基準 第 3部第 2章 6,8 

外国旅行 第 2部第 7章 10 

独立型チルド貯蔵庫 第 2部第 1章 8 

食肉の冷凍 第 2部第 8章 14 

赤肉の冷凍 第 2部第 11章 19 

清掃の頻度 第 2部第 4章 8 

FSAウェブサイト（微生物基準） 第 3部第 2章 7,30 
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一般食品法に関するガイダンス 第 2部第 13章 3 

一般的HACCPガイド 第 3部第 1章 5 

ガラス 第 2部第 1章 11 

適正衛生規範（GHP） 第 3部第 1章 4 

緑色臓物（腎臓、胃、腸も参照せよ） 第 2部第 1章 25 

緑色臓物 第 3部第 3章 11 
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HACCPに基づく手順 第 3部第 1章 9 

HACCP原則 第 3部第 1章 3 

HACCP要件（概要） 第 3部第 1章 6 

HACCPのトレーニング 第 2部第 6章 9 

HACCPのトレーニング 第 3部第 1章 8 

HACCP：HACCP原則の実施に際しての弾力性 第 3部第 1章 4 



HACCPに基づく手順（動物の受け入れ及び屠殺） 第 2部第 9章 16 

HACCPに基づく手順（食肉のカッティング） 第 2部第 11章 9 

HACCPに基づく手順（枝肉の解体） 第 2部第 10章 9 

HACCPに基づく手順（食肉加工） 第 2部第 12章 7 

HACCPに基づく手順（温度管理） 第 2部第 8章 9 

手洗い用洗面台 第 2部第 1章 10 

手洗い設備 第 2部第 1章 28,40 

受け入れた肉の取扱い及び保管 第 2部第 11章 11 

手洗い 第 2部第 7章 8 

頭部及び肢 第 2部第 10章 25 

衛生安全委員会事務局 第 2部第 4章 9 

衛生安全委員会事務局 第 2部第 5章 8 

健康状態及び福祉 第 2部第 9章 18 

健康状態の申告 第 2部第 7章 10 

健康マークと識別マークに関する図 第 2部第 13章 3 

関連製品への健康マークの付加 第 2部第 13章 14 

旋毛虫検査を受けた動物の健康マーク 第 2部第 13章 16 

健康保護局（HPA） 第 1部第 6章 21 

健康状態 第 2部第 7章 10 

熱処理：密封容器 第 2部第 8章 16 

皮 第 2部第 10章 25 

皮 第 3部第 4章 12 

馬のパスポート（グレートブリテン） 第 2部第 9章 66 

馬のパスポート（北アイルランド） 第 2部第 9章 101 

人道的屠殺協会 第 2部第 9章 7 

衛生ロビー 第 2部第 1章 13 

 

Ｉ   

氷 第 2部第 2章 9 

識別マークと健康マークに関する図 第 2部第 13章 3 

関連製品の識別マーク 第 2部第 13章 9 

回腸 第 3部第 3章 19 

疾患 第 2部第 7章 10 

浸漬冷却 第 2部第 10章 43 

イモビロン 第 2部第 10章 13 

屠体／部分屠体の輸入 第 3部第 3章 27 



リスクが無視できる程度の第三国からの輸入 第 3部第 3章 30 

リスクが管理されている第三国からの輸入 第 3部第 3章 30 
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輸入した豚（北アイルランド） 第 2部第 9章 99 

搬入物と貯蔵 第 2部第 5章 6 

指標細菌 第 3部第 2章 4 

創傷 第 2部第 7章 10 

昆虫 第 2部第 5章 8 

屠畜作業員の関与 第 2部第 10章 39 
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業務別トレーニング 第 2部第 6章 7 
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腎臓 第 2部第 10章 27 
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屠体輸入の表示と文書化 第 3部第 3章 28 

屠体輸出の表示及び文書化 第 3部第 3章 33 

表示－加熱情報 第 3部第 2章 24 

食肉製品の表示 第 2部第 12章 30 
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言語 第 2部第 6章 3 
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食肉処理システム 第 2部第 1章 26 
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新たな識別マーク 第 2部第 13章 10 

飲用不適の水 第 2部第 2章 8 

健康マークの数 第 2部第 13章 18 

 

Ｏ   

公的管理要件 第 1部第 5章 16 

農場での肥育ゲーム哺乳類／食鳥の屠殺 第 2部第 9章 28 

実地指導 第 2部第 6章 7 

作業スペースと汚染 第 2部第 1章 6 

枝肉の解体に関する事業者の責任 第 2部第 10章 46 

清掃に関する事業者の責任 第 2部第 4章 18 

食肉のカッティングに関する事業者の責任 第 2部第 11章 22 

メンテナンスに関する事業者の責任 第 2部第 3章 8 

食肉加工に関する事業者の責任 第 2部第 12章 34 

微生物基準に関する事業者の責任 第 3部第 2章 31 

個人衛生に関する事業者の責任 第 2部第 7章 12 

有害動物防除に関する事業者の責任 第 2部第 5章 11 

構造及びレイアウトに関する事業者の責任 第 2部第 1章 42 

温度管理に関する事業者の責任 第 2部第 8章 18 

トレーサビリティに関する事業者の責任 第 2部第 13章 21 

トレーニングに関する事業者の責任 第 2部第 6章 10 

廃棄物管理に関する事業者の責任 第 2部第 15章 12 

包装、梱包及び輸送に関する事業者の責任 第 2部第 14章 14 

水に関する事業者の責任 第 2部第 2章 11 

他の内装表面 第 2部第 1章 19 

頭上の構造物 第 2部第 1章 17 

 

Ｐ   

パッキング作業 第 2部第 14章 7 

食肉調製品の許可原材料 第 2部第 12章 18 

ひき肉の許可原材料 第 2部第 12章 15 
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英国食肉産業の食品衛生指針及び他の規則英国食肉産業の食品衛生指針及び他の規則英国食肉産業の食品衛生指針及び他の規則英国食肉産業の食品衛生指針及び他の規則    

 

はじめにはじめにはじめにはじめに    

 

 英国食肉産業の食品衛生指針及び他の規則（以下「食肉産業指針（MIG）」という）は、

人間が消費するため動物を屠殺したり、解体したり、肉を切断及び加工する英食品会社（表

を参照）、特に認可や獣医学的管理を受ける事業所に関係する。 

 

 

本指針の対象となる活動 

・赤肉種の屠畜及び解体 

・食鳥及びウサギ目の屠畜及び解体 

・肥育ゲームの屠畜及び解体 

・野生ゲームの屠畜及び解体 

・赤肉、白肉、ゲーム肉のカッティング 

・肉製品、ひき肉、食肉調製品及び機械的分離肉（MSM）の生産 

 

 食品衛生法は、適正衛生規範（GHP）や、危害要因分析及び必須管理点（HACCP）の原

則に基づく食品安全管理手順を適用して安全に食品を生産することが、あらゆる食品事業

者の責任だと強調している。 

 

 食品基準庁（FSA）は、事業者、執行官、政策立案者が、情報や適正規範について広く

合意された見解を参照できるように、食肉産業の代表者、他の政府省庁や執行機関と協力

して、同法の統一指針を作成した。本文は、2006 年 12 月に初版が作成され、同じように

見直し及び更新を行った。 

 

 FSA は、本書の作成に携わったあらゆる方々にお礼を申し上げたい。また、利用者の皆

様には、修正点の案があれば下記までご連絡いただきたい。 

 

FSA食肉衛生・獣医学局、編集長（食肉産業指針） 

125 Kingsway, London WC2B 6NH、または、 

MeatIndustryGuide@foodstandards.gsi.gov.uk まで電子メールをお送りください。 

 


